
 

「京・地域福祉推進指針 2014」の改定に向けた今後の進め方について（案） 

 

 

３月１９日 平成 29年度 地域福祉専門分科会 

 

 

４月～６月 次期指針に向けた検討作業 

○ 現指針に基づく取組の総括，課題分析 

○ 市政総合アンケートの結果の分析 

○「包括的な支援体制の整備」に係る検討部会の開催 

 

 

 

○「地域力の強化」に向けた検討作業 

 

 

 

 

○ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月～８月  平成 30年度第１回地域福祉専門分科会 

 

９月～11月 次期指針の素案作成に向けた検討作業（○※の体制による検討作業） 

 

 

 

11月～12月 平成 30年度第２回地域福祉専門分科会 

 

 

１月～２月 次期指針に係る市民意見の募集（パブリックコメント） 

 

 

２月～３月 平成 30年度第３回地域福祉専門分科会 

 

３月     

平成３０年 

・現指針の取組状況の報告 

・国の動向等に係る説明 

・市政総合アンケートの結果報告 

・次期指針の骨子（案）の説明，審議 

・次期指針の素案の説明，審議 

平成３１年 

・パブリックコメントの結果報告 

・次期指針（最終案）の説明，審議 

 地域における相談支援機関が，複合的な課題を抱える世帯に対して協働して解決に当

たる際に，円滑に役割分担が進むような体制の構築について，関係部局，学識経験者，

関係団体・機関で構成する作業部会で検討を進める。 

 住民が主体的に地域課題を把握し，解決を試みることができる地域づくり（「我が事」

の意識の醸成）等について，地域コミュニティの活性化の取組との連携，地域の担い

手不足への対応等の視点を踏まえつつ，関係部局，社会福祉協議会，京都市民生児

童委員連盟等と連携し，検討を進める。 

・ 生活困窮者自立支援事業 

  平成２７年度から取組を進めている同事業に係る今後の方向性等を盛り込む。 

・ 成年後見（権利擁護） 

  本市の成年後見制度の利用の促進に係る計画としての内容について，本市が設置し

ている「京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会議」の議論と連携し，取

組の方向性を盛り込む。 

・ その他重点項目 

次期指針の骨子（案）の作成 

次期指針の素案の作成 

次期指針の確定 

次期指針（最終案）の作成 

○※  

資料６ 


